
事 業 種 別

事業者の氏名
又 は 名 称

処 分 日

自動車運送事業者の事業許可取消処分

住 所 　宮城県仙台市若林区六丁の目元町１０番１号

　貨物自動車運送事業法第３４条第１項に規定する自動車検査証返納命令及
び自動車登録番号標領置命令に反し、自動車検査証を返納せず、また自動車
登録番号標の領置を受けなかった。

　一般貨物自動車運送事業

　下記自動車運送事業者について、事業許可取消処分を行いました。

違 反 の 内 容

　東北貨物運送株式会社
　（法人番号5370001004330）
　代表者　田原洋一

　令和８年２月５日


